English
独占禁止法の改正について
中小企業診断士　　   上　原　範　尚
　独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）が平成21年6月に改正され、一部を除き平成22年1月1日から施行されることになりました。

　なお、独占禁止法に関連する法律として、「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」と「下請代金支払遅延等防止法（下請法）」があります。

　景品表示法については、平成21年9月、公正取引委員会から、新設の消費者庁に移管され、これに伴う改正が行われましたが、規制の対象範囲は実質上変わっていません。
　独占禁止法のほか、これらの関連法にも抵触しないよう注意して下さい。
１．課徴金対象の拡大等
（１）排除型私的独占
　　これまでは、他の事業者の活動を支配する「私的独占」（支配型私的独占）について課徴金（2～10%）が課せられていましたが、今後、他の事業者を排除することによる私的独占（排除型私的独占）に対しても課徴金（1～6%）が課せられることになりました。
（２）不当廉売・差別対価等

　これまで、「不公正な取引方法」については、課徴金の対象とされていませんでした。
　改正により、不公正な取引方法のうち、「共同の取引拒絶」、「差別対価」、「不当廉売」、「再販売価格の拘束」が、課徴金の対象とされました。
　同一の違反行為を繰り返した場合が対象となり、製造業等3％、小売業2％、卸売業1％の課徴金を納付することが命ぜられるため、取引額が大きい場合は大きな負担となります。
（３）優越的地位の濫用

　　　今回の改正で、不公正な取引方法のうち、「優越的地位の濫用」も課徴金の対象とされましたが、（２）と異なり、違反行為が初めてであっても、取引総額の１％の課徴金を課せられます。
（４）課徴金減免制度の見直し等
 カルテル等において、違反事業者が自らの違反行為について情報提供した場合に、課徴金を減免する制度があります。

 これについて、共同申請を認めるとともに、減免申請者数を３社から５社に拡大する改正が行われました。
 併せて、カルテル等を主導した事業者に対する課徴金を５割増しにするなどの改正も行われました。
２．カルテル等に対する罰則の強化
　カルテル・入札談合等の罪に対する罰則は、従来、3年以下の懲役または500万円以下の罰金でしたが、これを5年以下の懲役または500万円以下の罰金に改正しました。
　これは、不正競争防止法の不正競争行為、金融商品取引法のインサイダー取引などとの均衡を図ったものです。
　なお、懲役3年を超える判決が行われると、執行猶予をつけられなくなるため影響が大きくもあります。

　
３．株式取得の事前届出制の導入等
　　会社が合併、事業の譲受を行う場合は、公正取引委員会に対して事前の届出が必要でしたが、改正により、会社の株式取得にも事前届出制が導入されました。
　届出を要する基準についても変更され、売上高が200億円を超える企業グループが、子会社を含めた売上高が50億円を超える会社の議決権を、20%、50%を超えて取得しようとする場合に、事前届出が必要となります。
４．その他の改正
　不正の温床となりやすい「事業者団体」の監視などを目的とした、事業者団体届出制度が、届出制度の必要性が低下したことから廃止されました。
　
５．不公正な取引方法の一般指定について
　独占禁止法の改正に併せて、公正取引委員会が指定する「不公正な取引方法」（一般指定）も改正されました。
　16項目あった不公正な取引方法は、１．に記載した、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用に関して、独占禁止法で規定されたことにより、15項目となり内容も変更していますので留意してください。

①共同の取引拒絶　※
②その他の取引拒絶

③差別対価　※
④取引条件等の差別取扱い

⑤事業者団体における差別取扱い等
⑥不当廉売　※
⑦不当高価購入

⑧ぎまん的顧客誘引

⑨不当な利益による顧客誘引

⑩抱き合わせ販売等

⑪排他条件付取引

⑫拘束条件付取引　※
⑬取引の相手方の役員選任への不当干渉　※
⑭競争者に対する取引妨害

⑮競争会社に対する内部干渉
　　（末尾に※がついた項目は内容に変更があったもの）　
＜参　考＞

公正取引委員会ホームページ

http://www.jftc.go.jp/dk/h21kaisei/h21kaisei.html
消費者庁ホームページ

http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01
日本語
The Revision of the Antimonopoly Act
Registered Smaller Enterprise Consultant    Norihisa Uehara


The Antimonopoly Act (Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade) was revised in June, 2009, and it will be taken effect on January 1, 2010 except parts. 


In addition, as acts concerned to the Antimonopoly Act, there are Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (The Premiums and Representations Act) and Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Etc. to Subcontractors (The Subcontract Act). 


The jurisdiction of the former act is transferred from the Fair Trade Commission to the newly established Consumer Affairs Agency, and revision with this was performed in September, 2009, but the object range of the regulation is not modified in substance. 


Other than the Antitrust Law, please be careful not to violate these concerned Acts.
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